
 

厚生労働行政推進調査事業費補助金（障害者政策総合研究事業） 
総 括 研 究 報 告 書 

 
技術革新を視野に入れた補装具の構造・機能要件策定のための研究 

 

研究代表者 中村 隆 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

 

 

A．研究目的 

本研究は補装具費支給制度における①３D技術の

基本工作法への適用②義肢装具・座位保持装置の機

能区分の整理、③支給基準に関する基礎調査、④意

思伝達装置および感覚系補装具に関する実態調査の

４課題を設定し、現行制度の問題点の抽出と検証に

より、技術革新によってもたらされる現行制度の課

題と解決法の提案を目的とする。 

補装具は障害者の身体機能を代替・補完する機

器・用具の総称であり、その支給のための環境整備

は障害者の自立と社会参加を支援するために必須で

ある。わが国では障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基づき、「補装具の

種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基

準」（以下、「補装具基準」）が整備されている。

補装具基準は、飯田らの厚生労働科学研究（昭和 53

年）に基づき設計され、時代に合わせた運用がなさ

れている。 

一方、IT、AIといった技術革新の波は補装具にお

いても新たな変革をもたらし、大きな局面を迎えて

いる。ここでいう技術革新とは電子化技術のみなら

ず、情報や物流等のイノベーション技術を含む。そ

の結果、支給制度設計当時には想定しえなかった製

作技術や部品の高機能化、さらには借受けによる試

用評価といった新たな概念が出現し、制度への導入

と運用をいかにすべきかが課題となっている。例え
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ば、制度設計当時には大半の義肢装具製作作業が製

作所内で完結したが、レディメイドの増加、高額義

肢部品の登場などにより、基準に占める製作要素の

比重は変化している。また、視覚・聴覚・意思伝達

装置等の感覚系は、汎用品を含めた有効な機器もあ

るが、一般利用も想定される非専用機器もあり、補

装具より日常生活用具になじむものもある。また、

平成 30年 4月に導入された借受けについては、適用

すべき障害者像と補装具について十分な把握と整理

がなされていない。このように、支給基準は 3年ご

との改定が行われているものの、技術革新による変

化が補装具の利活用へ十分かつ速やかに反映されて

いるとは言い難い状況が目立ち始めている。 

本研究は、昨年度まで行われた「補装具費支給制

度における種目の構造と基準額設定に関する調査研

究」の調査結果を踏まえ、より深層となる調査を継

続して行うことに加え、技術革新による新手法が従

来法に適用された場合に過不足となる項目を抽出、

整理するとともにそれを検証し、今後の運用法を提

案することを目標とする。 

令和4年度は昨年度に引き続き各中課題において

調査を継続した。特に③支給基準に関する基礎調査

では補装具製作事業者に対する実態調査を行い、告

示改定のための価格根拠となる基礎データを得た。 

 

Ｂ．研究方法 

４つの主課題に対し以下の方法で研究を遂行した。 

 

① ３D 技術の基本工作法への適用 

(ア) ３D 技術の普及に関する調査 

昨年度実施した実態調査に参加した補装具製

作に関わる企業及び非営利組織等の団体、研

究機関等の組織のうち、継続調査に同意を得

た 144社を対象として実運用に関する調査票

を郵送し、郵送にて回答書を回収した。調査

時期は 2023 年 1 月〜2 月。 

(イ) 製作データに基づく基本工作法との比較 

対象を体幹装具とし、製作段階の一連の工

程をビデオ撮影して録画し、工程内容、作業

時間、使用材料、必要設備などの情報を収集

して検証した．作業には経験豊富な義肢装具

士数名に協力いただき、実際の臨床で行われ

ている工程や手法について確認を行った。 

②義肢装具・座位保持装置の機能区分の整理 

 前年度に取り纏めた試案を関連学会にて発

表し、他の専門家の意見を幅広く聴取すると

ともに、信頼性の高い情報として公的機関等

が発出する関連資料を収集し、さらにクッシ

ョンの機能に関してインターネット上で

Google Scholar

（https://scholar.google.com/）等を介した

文献調査を行って、関連が高いと思われる資

料を抽出して、機能に関する情報を集めた。 

 また、「支給基準における分類項目の課題」

として、義肢装具の基本価格の型式が適確に

使われているか用語を整理することで検証を

行った。検証の方法は、基本価格の型式で使

われている用語が適切な選択肢になっている

か、用語が同一の基準で使われているかを用

語の指す内容が統一されているかで評価した。 

③支給基準に関する基礎調査 

(ア) 支給基準に関する実態調査 

A) 義肢・装具・座位保持装置の価格根拠調査：

義肢・装具・座位保持装置について、全国

380の製作事業者を対象に先行研究と同様の

調査票を送付し、回収した。基準改定のため

の基礎データを取得した。 

B) 補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行

補助つえ、座位保持椅子、頭部保持具、起立



 

 

保持具、排便補助具の価格根拠：仕入価格の

変化率等調査と福祉行政報告例に基づく分

析：利用者向け販売事業者の仕入価格（製造

事業者を兼ねている事業者については卸価

格）を対象とすることとし、物価上昇に伴う

仕入れ価格変化率を調査した。対象補装具の

販売店を対象に調査票をメールにて配布し、

回答を求めた。調査実施期間は令和 5年 1月

～3 月であった。 

(イ) 短下肢装具の製作時間調査 

 経験年数の異なる義肢装具士 6 名を被験者

として、プラスチック短下肢装具（シューホ

ーン型）を製作し、その様子を記録した動画

から製作時間を算出した。 

(ウ) 小児筋電義手の製作修理に関する基礎調査 

借受けの対象として、小児筋電義手を選び、

課題把握のため、国立障害者リハビリテーシ

ョンセンター、東大附属病院、心身障害児総

合医療療育センターにおける小児筋電義手の

支給に至るまでの過程について修理頻度等の

後方視的調査を行った。。今年度は東大附属病

院、心身障害児総合医療療育センターにおい

て小児筋電義手の修理について後方視的に調

査した。 

また、部品供給が整備された時を想定して

小児筋電義手の借受けの制度運用における課

題を 3 名の児に対する支給実例を分析して整

理した。 

④意思伝達装置および感覚系補装具に関する実態調

査 

(ア) 視覚障害者安全つえ・石突等の価格実態調査 

 前年度の基本調査の回答事業者（5 事業者）

を対象に下記の追加調査を行った。 

・価格関係の数値を令和 4 年度時点の値に更

新 

・令和 3 年度以降発売製品情報の追加 

・修理にかかる追加項目 

(イ) 眼鏡型デバイスと類縁機器の性能比較 

 ロービジョンケアに従事する者のなかでし

ばしば話題として挙げられる、ViXion 株 

式会社の暗所視支援眼鏡であるHOYA MW10 

HiKARI、株式会社 QD レーザのヘッドマウン

トディスプレイである RETISSA Display II、

そして SiOnyx、 LCC のフルカラー暗視カメ

ラ であるSIONYX BLACKの３製品を対象と

して、2022 年 2 月現在で各社の Web ページ内

に掲載されているカタログ情報をもとに性能

に関する情報を収集した。 

(ウ) コンタクトレンズの基準検討のための現況・

課題の把握 

 対象となるコンタクトレンズ商品とその販

売店を抽出するため、日本コンタクトレンズ

学会、日本角膜学会会員である眼科医を対象

とした調査を実施した。こうした眼科医を対

象とした調査から調査対象とするコンタクト

レンズ商品を抽出し、情報を得られたコンタ

クトレンズ販売店を対象に2022年度における

販売価格、販売数量（2021 年度における補装

具としての販売数、総販売数）等の調査を行

った。 

(エ) 骨導補聴器・軟骨伝導補聴器、各種人工聴覚

機器の修理対応  

A) 骨導補聴器の実態把握：一般社団法人日本補

聴器工業会に令和 3年 11月に調査の協力依頼

を行った。 

B) 人工内耳と共に使用しているイヤモールドの

実態を把握する調査：一般社団法人日本補聴

器販売店協会に、現在、人工内耳に対して使

用しているイヤモールドの販売状況に関する

調査協力の依頼を行い、令和元年度と令和 2



 

 

年度、令和 3年度（4－12月）の人工内耳用の

イヤモールドの販売状況を調査した。 

C) 人工聴覚機器（骨固定型補聴器、人工中耳、

骨導インプラント）の音声信号処理装置の修

理状況：令和 4年 6月に骨固定型補聴器（Baha®

システム）を製造販売している日本コクレア

社と、人工中耳（Vibrant  Soundbridge®）、

骨導インプラント（Bonebridge®）を製造販売

しているメドエルジャパン社に調査協力を依

頼し、修理費用と令和 2 年度と令和 3 年度の

音声信号処理装置の修理実績を、保証期間内

と保証期間外に分けて調査を行った。 

(オ) PC アプリとして機能する意思伝達ソフトウエ

アを組み込んだ装置の実態調査 

一般社団法人日本 ALS 協会（以下、JALSA）

の協力を得て患者会員および家族会員の全員

（1550 人）を対象に、研究概要や返送用封筒

（料金受取人払郵便）等とともに発送した。

回答は郵送の他、Web フォームでも受け付け

た。調査期間は令和 4 年 12 月 10 日～令和 5

年 1 月 17 日の約 2 か月間とした。 

(カ) 言語獲得時期にある児童への意思伝達装置の

支給に関する実態調査 

 今年度は、現在進行形で介入している事例に

おける課題を整理・比較することで、適切な介

入の方法や発達評価の時期と確認すべき事項等

の体系化を試みた。 

（対象）意思伝達装置の利用を希望する（現在

導入準備中も含む）学齢未満児 

（方法）前方視研究としての経過記録やインタ

ビュー調査 

（内容）意思伝達装置利用前からのライフヒス

トリー（診断や病状の変化、利用機器の変遷、

支援者（保育者・療育者）の介入状況、通園・

通学状況、家庭内での利用頻度等） 

 

Ｃ．研究結果 

① ３D技術の基本工作法への適用 

(ア) ３D技術の普及に関する調査 

100社の補装具事業者より回答が得られた（回

答率 69%）。回答者の 55％が、３次元デジタル

造形技術を実際に導入していた。有用面として

データ化による利点だけでなく、製作時間の短

縮による労働環境の改善が指摘された。製作対

象としては足装具・インソールと体幹装具が主

であり、採型とモデル修正に関して従来の製作

方法に比べて３分の１〜４分の１に作業時間が

短縮されていた。これに対し、製作単価は上昇

したと回答した者が多かった。また、３次元デ

ジタル造形技術の運用にあたっては、３Dスキ

ャンと３D-CAMによる修正、および適合調整に

関しては義肢装具士が行うことが必要であると

の認識が高く、また、従来の製作技術とは大き

く異なるため、新たな基準を設ける必要がある

と認識している回答者が多かった。。 

(イ) 製作データに基づく基本工作法との比較 

体幹装具について一連の作業工程をビデオ撮

影し、録画から作業内容、作業時間、使用材料、

必要設備などの情報を収集した。結果、3D製法

では必要な技術やノウハウ、作業内容や作業時

間、必要な設備や物品など、従来製法とは異な

る点が多くあった。3D製法の利点としては、作

業工程を効率的かつ数値的に行うことができる

こと、蓄積データに基づいた製作ができること、

再現性が高く品質の一定水準の担保が可能であ

ることが挙げられた。 

②義肢装具・座位保持装置の機能区分の整理 

 先行研究で参照された HCPCSコードは、クッ

ションを一般用、褥瘡予防用、姿勢保持用など

大まかに分類しており、他にも多くの情報が見



 

 

つかったが即時に応用可能な情報は見当たらな

かった。 

 また、「支給基準における分類項目の課題」

では、殻構造義手の型式と殻構造義足および骨

格構造義足の型式の用語は、異なる内容の選択

肢になっていることが分かった。補装具として

見積った場合の基本価格の型式が統一された用

語で整理されていないことが明らかになり、基

本価格の型式は、補装具の機能を絞り込むため

の選択肢にはなっていないことが分かった。 

③支給基準に関する基礎調査 

(ア) 支給基準に関する実態調査 

A) 義肢・装具・座位保持装置の価格根拠調査：

作業人件費の時間あたり単価の種目別推計値

は、前回調査時（平成元年度）から調査時（令

和 4年度）にかけて平均+4.6%ないし+10.2%上

昇していた。この期間に物価上昇が見られた

なか、素材価格については、種目別平均で+7.8%

ないし+12.0%上昇していた。売上高利益率は

平均 3.3%という結果であり、一定水準を確保

しているものの全産業平均、製造業平均数値

と比較すると低かった。数値データによる個

別種目の採算に関する分析からは、各種目と

も事業所における令和 3 年度の製造量におけ

る最後の 1 個の製造に赤字が生じている事業

者が存在していた可能性と、特に基準改正後

の令和 3 年度頃においては、座位保持装置に

おいてこのような赤字が生じていたであろう

事業者の比率が比較的高かった（試算結果で

は 3 割強）可能性が示唆された。基準額が実

際の供給に要する費用をまかなうのに足らず、

利用者に赤字分の差額負担を求めているケー

スがあることを示唆する回答も一部に見られ

た。また完成用部品の管理費が実際に要する

費用に対し平均的には足りないことが示唆さ

れた。 

B) 補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行

補助つえ、座位保持椅子、頭部保持具、起立

保持具、排便補助具の価格根拠：仕入価格の

変化率等調査と福祉行政報告例に基づく分

析：１）排便補助具を除く 8 種目について令

和 2 年度から調査直近時（令和 4 年 8 月～令

和 5 年 1 月）にかけての仕入価格の変化率の

データを得て、平均値を算出した。単純平均

は+5.4%～+15.7%、加重平均は+2.0%～+23.2%

であった。（２）補聴器の一部、歩行器の一部、

起立保持具において、仕入価格の平均が基準

の価格を超えていた。（３）「起立保持具」、「頭

部保持具」、「排便補助具」では、令和 3 年度

における基準の補装具としての実売価格の平

均値が基準の価格を上回った。特に「起立保

持具」、「排便補助具」では実売価格が基準価

格の9倍以上と両価格が大きく乖離していた。 

(イ) 短下肢装具の製作時間調査 

 ６名の被験者の平均製作時間は 235.8±35.0

分（3.93±0.6 時間）であった。製作時間は、

義肢装具士の経験年数と関連した。各作業工程

の比較では、陽性モデル修正にかかる時間に経

験年数の差がみられた。 

(ウ) 小児筋電義手の製作修理に関する基礎調査 

対象児は 12 名。修理内容はグローブの破

損、ケーブル交換等の消耗品の交換が主であ

った。昨年度実施した国立障害者リハビリテ

ーションセンターの対象児の調査結果と合わ

せてみても、電動ハンドや電極等の故障はほ

とんどなかった。また、平均訓練期間は２年

３か月、成長に伴うソケットの更新は平均 1.9

回で、交換期間の中央値は 10か月であった。 

2 回の調査から電動ハンド等の高額部品を

借受制度で運用しても故障等は少なく、繰り



 

 

返し使用が可能であることが示された。 

また、課題の整理については、小児受けの

運用にあたって、実際にその対象種目別にそ

の適用までの具体的なプロセスを検討する必

要があること、対象となる補装具の適用判断

に要する期間によっては、補装具の完成用部

品だけではなくその製作・修理にかかる費用

負担についても支給する必要があり、さらに

は小児の義手処方と訓練を行う医療提供体制

についても課題があることが明らかになった。 

④意思伝達装置および感覚系補装具に関する実態調

査 

(ア) 視覚障害者安全つえ・石突等の価格実態調査 

 昨年度の調査後の国際情勢の影響等による

素材価格の上昇を踏まえて、価格関係の数値

の更新、シャフト交換費用、修理費用を誰が

負担しているか等について追加調査を行った。

主な結果として、本体・付属品など基準にお

ける項目ごとの補装具費支給制度外販売価格

推計値を示し、さらに石突の種別により価格

差が生じていること、購入における基準価格

と実勢価格との差額の利用者自己負担や修理

における利用者自己負担が生じていることを

確認した。 

(イ) 眼鏡型デバイスと類縁機器の性能比較 

 検討した３製品については高性能であり、

その価格は性能からすれば妥当であった。一

部の自治体では、日常生活用具給付対象とし

ているところもあるが、手軽に買える価格と

はいえない。またいずれの製品も稼動時間が

短く、必ずしも電源の確保されていない場所

での活動を前提とした設計ではなく、あらゆ

る場所で活用できるというわけではない。ま

た、補装具の定義に照らし合わせたところ、

基準を満たしていないことが分かった。 

(ウ) コンタクトレンズの基準検討のための現況・

課題の把握 

 仕様区分として従来型コンタクトレンズを、

円錐角膜等の疾病で使用される（１）多段カ

ーブのもの、羞明感の軽減等に有用な（２）

虹彩付きソフトコンタクトレンズ、（３）その

他の 3 つに大別した。そして、これらの仕様

区分毎に販売価格の平均値を算出したところ、

「その他の従来型」の平均価格は現行のコン

タクトレンズの基準価格（=15,400 円）にあ

る程度近いこと（単純平均でほぼ等しい15,375

円、加重平均でやや低い 14,314 円）、「多段カ

ーブ」は「その他の従来型」より単純平均で

8,929 円、加重平均で 7,864 円、「虹彩付き」

は同じく単純平均で 4,166 円、加重平均で

5,686 円高いことなどが明らかになった。この

うち「虹彩付き」については、補装具として

の販売事例が確認された。頻回交換等ソフト

コンタクトレンズについては、視覚障害の身

体障害者手帳基準相当者あるいは障害者総合

支援法の対象疾病の患者による 1 年間の購入

額が、調査で把握した範囲では、従来型コン

タクトレンズよりも多いことが示された。ま

た、頻回交換等コンタクトレンズについても、

補装具としての販売事例があることを確認し

た。 

(エ) 骨導補聴器・軟骨伝導補聴器、各種人工聴覚

機器の修理対応  

骨導補聴器については、令和元年度は 46

台、令和 2 年度は 59 台、令和 3 年度の 4－12

月は 43台の販売実績があり、最も多く販売さ

れていたのがヘッドバンド型で、令和元年度

では 30 台（65.2%）、令和 2 年度では 35 台

（59.3%）、令和 3 年度では 30 台（69.8%）で

あった。人工内耳用のイヤモールドについて



 

 

は、令和元年度は 704 個、令和 2 年度は 772

個、令和 3 年度の 4－12 月は 599 個の販売実

績があった。人工聴覚機器の修理については、

すでに保証期間が過ぎた機器の修理対応が始

まっている実態が明らかになった 

(オ) PC アプリとして機能する意思伝達ソフトウエ

アを組み込んだ装置の実態調査 

 希望する支援として最多は「機器の設定

や調整」86人（45.5％）であった。その他

には、故障対応や、アプリのアップデート

などの技術的な支援に関するもの、もっと

使いやすいものや他の装置の紹介といった

情報提供に関するものがみられた。販売事

業者での修理基準の実績では、一定の粗利

額は確保できていた。 

ソフトウエアを組み込んだ PC としての装

置の動作確認では、３つの製品について、複

数の条件下で動作確認をした。アプリのバー

ジョンアップにて、動作要件の変更の可能性

があるが、要件を下回るスペックでも動作に

支障はなかった。 

(カ) 言語獲得時期にある児童への意思伝達装置の

支給に関する実態調査 

脊髄性筋萎縮症（SMA）児らを対象とした

調査より、スムースな導入や獲得に至らない

場合については、断片的情報・不完全情報の

獲得や手段先行の導入が考えられた。SMA 児

等のように知的発達に問題がない児童におい

ては、言語理解があることが多く、長期的な

介入による認知・運動発達面に関する情報整

理が行われれば、意思伝達装置の有効利用が

見込まれる。 

  

Ｄ．考察 

今年度の調査からは、昨年度顕在化した課題につ

いてその詳細が明らかとなった。 

① ３D技術の基本工作法への適用 

(ア) ３D技術の普及に関する調査 

３次元デジタル造形技術の有用面としてデータ

化による利点だけでなく、製作時間の短縮によ

る労働環境の改善が指摘されたことは興味深い。

一方、技術の教育や資格制度については課題も

あり、今後の制度導入に向けたコンセンサスの

形成が必要と考えられた。 

(イ) 製作データに基づく基本工作法との比較 

体幹装具についても3D技術の利点が確認でき

たことは実態調査の結果を裏付けるものであっ

た。 

②義肢装具・座位保持装置の機能区分の整理 

 座位保持装置の機能区分に関して抽出された

情報は、そのまま区分方法として応用できるも

のではないが、今後、座位保持装置の処方判定

時における判断材料として、あるいは費用対効

果を考える上での整理方法として、さらなる検

討に向けた参考情報となることが期待される。 

 また、「支給基準における分類項目の課題」

では、補装具として見積った場合の基本価格の

型式が統一された用語で整理されていないこと

が明らかになり、基本価格の型式は、補装具の

機能を絞り込むための選択肢にはなっていない

ことが分かった。これらのことは今後の、補装

具費支給制度を改定していく際に、分かり易く

補装具費支給制度に改定していく際の一助にな

ると期待される。 

③支給基準に関する基礎調査 

(ア) 支給基準に関する実態調査 

A) 義肢・装具・座位保持装置の価格根拠調査：

価格根拠のための基礎データを得ることがで

きたが、義肢・装具・座位保持装置について

包括的に価格根拠を把握するためには、今回



 

 

調査実施できていない費用の数量的要素、す

なわち素材の必要量や正味作業時間をも把握

する必要がある。その前提として、対象とな

る用具の仕様や現状を反映した基本工作法に

ついて情報を整理し、関連するステイクホル

ダーと共通の認識を前提に議論できるように

する必要がある。 

B) 補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行

補助つえ、座位保持椅子、頭部保持具、起立

保持具、排便補助具の価格根拠：基準におけ

る仕様が明確かつ実態に合うよう見直すこと

が必要である。それを実現してこそ、供給者

が採算を取ることができる形で持続的に用具

を供給できるという意味で妥当な価格につい

て、初めて議論が可能になると考えられる。。 

(イ) 短下肢装具の製作時間調査 

 複数の義肢装具士が同じ製作環境で同じ装具

を製作し、製作時間を算出したことは、飯田ら

の事業者の聞き取り調査から得られた数値より

もより客観的であり妥当性のあるデータと考え

る。 

 しかし、飯田らの調査の時代は製作手法と使

用される材料の選択肢が限られており、全国ど

この製作施設でも同様の製作が行われていたと

推測される。そのため設定された基本工作法に

準拠していれば、設定価格も現実と乖離するこ

とはなかった。これに対し、現在は製作技術も

材料も多様化しており、ある装具がどのような

工程で製作されたかを判別するのが不可能に等

しく、製作時間を根拠に価格設定をすること自

体に無理が出始めている。義肢装具の価格設定

には当時にはない概念を導入した算出手法を検

討する必要があると考えられた。 

(ウ) 小児筋電義手の製作修理に関する基礎調査 

電動ハンド等の高額部品の繰り返し使用が

可能であることが示された一方、小児筋電義

手が公的支給に至るまでには複数年が必要で

あり、この間、成長に伴うソケット交換が必

要であることが課題と考えられる。現在の借

り受け制度では完成用部品のみが借り受けの

対象となっており、この間、成長に伴うソケ

ット交換費用を制度内で支給可能とすること

が必要であると考えられた。 

また、課題の整理については、小児受けの

運用にあたって、単に部品の供給だけでなく、

医療―福祉のプロセス全体の課題を解決する

必要がある。 

④意思伝達装置および感覚系補装具に関する実態調

査 

(ア) 視覚障害者安全つえ・石突等の価格実態調査 

 実際に補装具における基準価格を供給費用

等が超過する部分について、その差額を利用

者が負担している状況にかんがみ、制度外販

売価格の推定値をそのままベースとし、これ

に適宜端数処理等をほどこしたものを購入・

修理の基準価格に設定することを提案する必

要がある。 

(イ) 眼鏡型デバイスと類縁機器の性能比較 

 この種の製品開発にあたっては、過剰な性

能よりも価格の低廉化および連続稼動時間の

延長を優先したほうが視覚障害者にとってよ

り活用しやすいデバイスになる可能性がある。

近年では、スマートフォン（以下、スマホ）

と連動する機器や視覚補助具となるアプリケ

ーションも出ており、今後さらに種類も増え

内容的にも充実していくことが見込まれるた

め、将来的には給付金の適応として買い切り

方式のものに限らず、定額プラン、サブスク

リプション方式のものも対象とできるように

時代に合った制度設計への改善が期待される



 

 

可能性が高い。 

(ウ) コンタクトレンズの基準検討のための現況・

課題の把握 

 補装具としてのコンタクトレンズについて、

眼科医の認知度もさることながら、制度が現

況にあっていないために十分に活用されてい

ない可能性も否定できない。必要な人に必要

な補装具を支給していくために、現況に近い

価格設定を検討していく必要もあると考えら

れた。 

(エ) 骨導補聴器・軟骨伝導補聴器、各種人工聴覚

機器の修理対応  

 今回の調査結果で判明したように、すでに

ポケット型の骨導補聴器は新規に製造されて

おらず、販売実績を見ても、令和元年度、2年

度、3年度共に、ヘッドバンド型が最も多く販

売されていることが判明した。このため、現

在、基準内型式がポケット型と眼鏡型のみと

なっているのは実態に即していないことが判

明した。また人工内耳に対するイヤモールド

の利用は年間 700 個以上が販売されているこ

とが明らかとなり、1個約 1万円という価格を

考えると、健康保険でも補装具費支給制度で

もカバーされていない現状は問題がある可能

性が示唆された。人工聴覚器の修理は、保証

期間外の患者自己負担による修理が年間 50件

未満と少ないものの生じ始めており、今後も

継続することが予想される。何らかの対応が

必要なことが明らかとなった。 

(オ) PC アプリとして機能する意思伝達ソフトウエ

アを組み込んだ装置の実態調査 

 動作保証と適切な支援のためには、専用

機器の要件を厳格に運用することが有効で

あるが、早期から PCを含む ICT機器を利用

している対象者が、意思伝達装置へと移行

していくことを考えると、PC アプリとして

機能する意思伝達ソフトウエアについても

一定の条件で認めることの検討は避けられ

ない。利用者の多様なニーズに応えるため

には、意思伝達装置の PCを多目的に利用す

る要件とともに、支援体制やそれにかかる

費用負担の在り方が課題となる。補装具費

支給制度では、日常生活用具とは異なり人

的支援が含まれるものであるが、制度の趣

旨や制度の立て付けを含めて、あらたな基

準や要件について速やかに検討する必要が

ある。 

(カ) 言語獲得時期にある児童への意思伝達装置の

支給に関する実態調査 

言語能力のある学齢未満児に対して、適切

な支給判定のための留意事項等を整理し、通

知（要綱例）等の提示による周知を検討し、

市区町村において医師による意見書での判断

が困難な場合には、身体障害者更生相談所の

助言を仰ぐことも、その適切な普及には有効

な対応になると考えられた。 

 

このように、本研究では、現行補装具基準の根底

にある想定が崩れつつあることが明らかになりつつ

あり、価格を含めた制度設計の見直しが必要と考え

られた。今後はより詳細な調査を行い、制度見直し

の根拠を形成する必要がある。 

 

Ｅ. 結論 

補装具費支給制度における①３D技術の基本工作

法への適用②義肢装具・座位保持装置の機能区分の

整理、③支給基準に関する基礎調査、④意思伝達装

置および感覚系補装具に関する実態調査の４課題を

設定し、実態調査に基づき現行制度の問題点の抽出

を行った。 



 

 

各課題において、技術の進歩に由来する現行制度

と現実の乖離が認められ、制度運用のための課題を

明らかにできた。 

 

Ｆ．健康的危険情報 

該当事項無し 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

各分担研究報告書に記載 

２．学会発表 

各分担研究報告書に記載 

 

Ｈ．知的財産権に出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 
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